
該　当
ページ

該当行 修　　正　　前 修　　正　　後　

1 全体
１，６，
９など

｢人権感覚｣と「人権意識」が散見されるがどのように定義づけていま
すか。

この基本方針では、「人権感覚」とは偏見等にとらわれず、様々なものの見方
ができる力・感性のことをいい、「人権意識」とは、人権に関する知的理解を
もとに、人権感覚が働き、人権が侵害されている状態を解決しようとする意識を
いいます。
なお、「人権感覚」「人権意識」については総論の中に脚注を記述しました。

（挿入後）
新：注１　人権意識
　　この基本方針では、「人権感覚」とは偏見等にとらわれず、様々なものの
　見方ができる力・感性のことをいい、「人権意識」とは、人権に関する知的
　理解をもとに、人権感覚が働き、人権が侵害されている状態を解決しようと
　する意識をいう。

2 全体
４，９，
１１など

同和問題が人権課題の筆頭であるかのような表現が随所にでてきま
す。P４の下から２行目「今後とも、県においては同和問題などの具
体的な人権課題・・・」、P９の20行目「同和問題をはじめとする
様々な人権問題・・・」など。かつては同和問題が重大な問題だった
時期があったかもしれませんが、現在では、解決過程にある問題で相
談件数もわずかです。個別具体的な人権課題は多岐にわたり、軽重は
ありませんし、相互に関連しあう事柄も多いでしょう。「個別具体的
な人権課題」という表現に修正してはどうでしょうか。　　（２件）

各人権課題に軽重はありません。いずれも解決すべき重要な課題であると認識を
しています。ご指摘の表現については文脈の流れのなかで、適宜、使用してお
り、人権課題に軽重をつける意図で使用しているものではありません。

－

3 総論 第１章-Ⅰ 1 9

障がい者への虐待や差別を書き加えてください。障がい者の問題は災
害時のときだけではありません。

ご意見を踏まえ修正します。

（修正前）
しかし、最近の人権に関する社会情勢を見ると、学校でのいじめや、女性や子
ども、高齢者に対する暴行・虐待、さらに、特定の民族や国籍の人を排斥しよ
うとするヘイトスピーチデモ(＊)、インターネットによる人権侵害情報の拡散な
ど、様々な人権侵害事象が全国的に発生し大きな社会問題となっています。

（修正後）
しかし、最近の人権に関する社会情勢を見ると、学校でのいじめや、女性や子
ども、高齢者、障がい者に対する暴行・虐待、さらに、特定の民族や国籍の人を
排斥しようとするヘイトスピーチデモ(＊)、インターネットによる人権侵害情報
の拡散など、様々な人権侵害事象が全国的に発生し大きな社会問題となってい
ます。

4 総論 第1章-Ⅱ-2
国の
取組

3 17

「また、我が国固有の人権問題である同和問題・・・」とあります
が、旧身分制度を淵源とする人権問題はわが国固有ではなく、近代化
の中で多くの国が克服に取り組んできた課題ではありませんか。ま
た、カースト制度などいまだ身分や階層にもとづく現在の人権問題を
抱える国もあります。「我が国固有の人権問題である」と記述するの
は不思議です。より端的に同和問題がわかる形容表現に差し替えては
どうでしょうか。

 同和問題とは，「日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造に
基づく差別により，日本国民の一部の人々が長い間，経済的，社会的，文化的
に低位の状態を強いられ，日常生活の上で様々な差別を受けること」です。国
でも「我が国固有の重大な人権問題」として位置づけています。 －
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人権同和対策課では、ユニバーサルデザインの考え方の啓発にも取り
組んでおられますが、その取組についても記述すべきではありません
か。

ご意見を踏まえ修正します。

（修正前）
今後とも、県においては同和問題などの具体的な人権課題に即した個別的な視
点からのアプローチに加え、法の下の平等、個人の尊重といった人権一般の普
遍的なアプローチにより、人権意識の高揚を図り、様々な人権課題の解決に向
けて取り組んでいきます。

（修正後）
今後とも、県においては同和問題などの具体的な人権課題に即した個別的な視
点からのアプローチに加え、法の下の平等、個人の尊重といった人権一般の普
遍的なアプローチにより、人権意識の高揚を図り、様々な人権課題の解決に向
けて取り組んでいきます。
また、すべての人が等しく社会の一員として尊重され、自己表現を可能とする社
会の実現を目指すユニバーサルデザインの考え方が県民の行動の規範となるよう
引き続き取り組んでいきます。

脚注に以下を追記します。
注５　ユニバーサルデザイン
ユニバーサル＝普遍的な、全体の、という言葉が示しているように、「すべての
人のためのデザイン」を意味し、年齢や障害の有無などに関わらず、最初からで
きるだけ多くの人が利用可能であるようにデザインすることをいいます。

6 総論 第1章-Ⅲ-1
基本
理念

6 6

基本理念の“「人権という普遍的な文化」の創造”という表現はわかり
にくい。普遍的の意味を国語辞典で調べると、「広く一般にあてはま
る様子」と解説されていますが、人権が何なのか、抽象的すぎてわか
りません。憲法に規定されている人権とした方がよほどわかりやすい
です。

人権とは、私たちが幸せに生きるための権利で、人種や民族、性別を超えて誰
にでも認められる基本的な権利です。“「人権という普遍的な文化」の創造”と
は、“人権尊重の考え方を私たちの日常生活の中に「文化」として定着させ、豊
かで暮らしやすい社会を実現すること”を意味しています。 －

8 総論 第1章-Ⅲ-2 (3) 6 36～37

“「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」第５条の趣旨に対応
する行動計画でもあります”とあるが、｢行動計画｣であれば全体的に
更に踏み込んだ具体的な記述が必要ではありませんか。

様々な人権課題があり県の人権施策担当課も多岐に及ぶことから、県の人権施
策に係る基本的な指針を“島根県人権施策基本方針”として策定し、各人権施策担
当課はこの方針に基づきそれぞれ人権施策を実施することとしています。人権施
策の実施にあたっては、法律、条例等に基づき人権施策を含む基本（又は実
施）計画を策定している人権施策担当課もあります。基本方針にどの程度施策を
記述するかは様々な意見があろうかと思いますが、一義的には方向性を示すも
のであることから素案の記述でよいと考えています。

－

9
人権教
育･啓発
の推進

第2章-Ⅰ 9 3～5

“人権教育について、国連の「人権教育のための世界計画」行動計画
では、「知識の共有、技術の伝達及び態度の形成を通じ、人権という
普遍的な文化を構築するために行う」ものとしています。”とありま
すが、この行動計画では「行う」の後に「研修、普及及び広報努力」
という文言が続いているが、素案では抜け落ちています。加筆すべき
ではありませんか。

当該箇所は、「行動計画」における人権教育の目的を記述しております。

－

国の「人権教育・啓発に関する基本計画」（平成１４年策定）では、「すべて
の教育の出発点である家庭教育を支援する」ことが述べられています。 －第1章-Ⅲ-1

基本
的な
考え
方(1)

6 13～15

県が「すべての人々に対して、学校や地域、職場あるいは家庭など
様々な場において人権教育・啓発が行われるよう…」とあるが、家庭
に人権教育・啓発を求めるのはいかがでしょうか。

総論5 3～55第1章-Ⅱ-３

7 総論

－　2　－
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10
人権教
育･啓発
の推進

第2章-Ⅰ 9
13～
14、34

１(１)の「「進路保障」という理念を柱に据える」や②初等中等教育
の項目の「「生きる力」を育成」など、よくわかりません。

文部科学省の「人権教育の指導方法等の在り方について[第三次とりまとめ]」や
それに準拠した県教委の「人権教育指導資料第2集、あるいは「学習指導要領」
に基づいて記述しています。P10の「◇「進路保障」とは」をご参照ください。 －

12
人権教
育･啓発
の推進

第2章-Ⅰ-2 (1) 11 9

｢県としても、これらの取組を促進するため｣とあるが、県は具体的に
何を行うのか記述すべきではないですか。

これまで啓発資料の作成・配布や企業等で行われる研修への啓発指導講師の派
遣などを行ってきましたが、今後企業等への啓発をより充実すべく、現在そのた
めの施策を検討しているので、具体的な記述をせず、基本的な方向性を書くにと
どめています。

－

13
人権教
育･啓発
の推進

第2章-Ⅰ-3 11 20～21

「人権に関わりの深い特定の職業に従事する人」たちにこそ、その職
場での人権保障が大前提であり、それがあってこそ成り立つ取り組み
だという事を明記してください。対象者は長時間・過密労働に追われ
ている職場ばかりではありませんか。対象従事者の人権が損なわれて
いて人権尊重の推進をと言うは、本末転倒です。

ご指摘のとおりですが、ここでは特定職業従事者が職業上関わりをもつ人に対
する人権への配慮に係る取組を記述していますので、ここに従業者自身の人権尊
重を書くと、論旨がわかりにくくなると考えています。 －

14
人権教
育･啓発
の推進

第2章-Ⅰ-3 ⑤ 12 23

各福祉関係者に対する人権研修について、誰が実施するのか、研修の
実施主体を記述すべきではないですか。

研修を県が主体的に実施する場合は、「人権研修を行います」等の表現を用い
ています。県が主体的に行うのではなく、各福祉施設等に実施を促す場合は、
「支援します」「働きかけます」等の表現を用いています。 －

15
人権教
育･啓発
の推進

第2章-Ⅰ-3 ⑥ 13 10

「⑥消防職員」にのみ「特に、パワー・ハラスメントなどに特化した
研修を」とするのは何故でしょう。報道された消防署内逆パワハラ事
件は承知していますが、島根県にもあるんだという受け止めになって
しまいますが、本当にそれでよいのでしょうか。

本県の消防職場にパワー・ハラスメント事件が発生しているというわけではあり
ません。ご意見のとおり、誤解を招く可能性がありますので修正します。

（修正前）
消防職員については、住民の生命と財産を守る重要な役割を担っており、常に
人権尊重の視点に立って業務を遂行することが必要であるため、消防学校の初
任教育や幹部教育において人権教育を進めることとし、特にパワー・ハラスメ
ントなどに特化した研修を行います。

（修正後）
消防職員については、住民の生命と財産を守る重要な役割を担っており、常に
人権尊重の視点に立って業務を遂行することが必要であるため、消防学校の初任
教育や幹部教育において人権教育を進めます。

16 子ども 第2章-Ⅱ-2 (1) 19 3～6

「２１世紀を担う子どもたちが心身ともに健やかに育つことは、県民
すべての願いであり、子どもは人格をもった一人の人間として尊重さ
れなければなりません。子ども一人一人が基本的人権の権利主体であ
ることを理解し、子ども自身の声に耳を傾けることが必要です。」と
ありますが、「子どもの権利条約」とは異なります。条約に言う子ど
もの権利は大きく分けて、生きる権利、育つ権利、守られる権利、参
加する権利の４つであって、まず保護・養育です。正しく伝えること
が肝要だと思います。

当該箇所は、「子どもの人としての尊厳を確保する」という子どもの権利条約の
根幹を記載しています。

－

ご指摘のような研修については根絶を目指さなければならないことは当然であ
り、P11「従業員に対するパワー・ハラスメント等の防止など人権尊重を確保す
る取組が求められています」の部分に含まれていると考えています。 －11 2

「人格を否定され、罵倒され、吹っ掛けられる無理難題に奴隷のよう
に従わないと研修を終えられない」という企業内のブラック研修を根
絶することを明記してください。(1)第2章-Ⅰ-2

人権教
育・啓
発の推
進

11

－　3　－
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17 子ども 第2章-Ⅱ-2 (1) 19 7～9

“国連は、1989(平成元)年に「子どもの権利条約」を採択しました。
この条約には、子どもを権利の主体として、子どもの成長、発達を保
障するため、親をはじめ社会全体が最善の努力をすることが明記”と
ありますが、「親をはじめ」を「国をはじめ」に直してください。
子どもの権利条約では、親や家庭に教育の第一義的責任があるとか、
人権教育をしなければならないということは書いてありません。

ご意見を踏まえ修正します。

（修正前）
この条約には、子どもを権利の主体として、子どもの成長、発達を保障するた
め、親をはじめ社会全体が最善の努力をすることが明記されています。

（修正後）
この条約には、子どもの権利の主体として、子どもの成長、発達を保障するた
め、　　　　　社会全体が最善の努力をすることが明記されています。

19 子ども 第2章-Ⅱ-2 (2)-① 20 18
P２０(２)①に「子どもの権利条約」のことが出てきますが、説明が
ありません。障害者権利条約なみの解説を付してください。

子どもの権利条約については、「（１）現状と課題」の項目の中で記述していま
す。 －

20 子ども 第2章-Ⅱ-2 (2) 20～21

P34 第2章-Ⅱ-5(2)③に「児童生徒が、高等学校や大学等への進学や
就労などの選択において希望する進路に進めるようにするため、一人
一人の実態を把握し、就学援助のための迅速な情報提供に努め、奨学
資金をはじめ各種制度の周知と活用の促進を図ります。」とありま
す。その通りです。これは同和問題だけの課題でなく、子どもの課題
でも同様に記述願います。

「進路保障」には就学援助も含まれており、「第２章　各論　Ⅰ１人権教育」
において、「進路保障」を人権教育の柱に据え、教育活動全体を通じて推進す
ることを記述しています。

－

21 子ども 第2章-Ⅱ-2 (2)-① 20 21

保護者の「理解促進」とか「理解を深め」など性急な文句が出てきま
すが、知らせる努力が行政の領分であり、理解は保護者の主体的な領
域に属するものです。

「子どもの権利条約」が公布、発効した平成６年に、国が都道府県教育委員
会、知事等に通知した文書（「児童の権利に関する条約」平成６年５月２０日
付文部事務次官通知）に「本条約の趣旨にかんがみ、児童が人格を持った一人
の人間として尊重されなければならないことについて広く国民の理解が深められ
るよう一層の努力が必要であること」の記述があるなど、県民に「理解」を求
めることは必要と考えます。

－

文部科学省の「人権教育の指導方法等のあり方について」では、人権教育の目
標を、「児童生徒が発達段階に応じ、人権の意義・内容等について理解すると
ともに、自分の大切さとともに他の人の大切さを認めることができるようにな
り、それが様々な場面等で具体的な態度や行動に現れるようにすること」とさ
れており、それに基づいた記述をしています。

－子ども 第2章-Ⅱ-2 (2)-① 2018 15～18

「…子ども自身が権利の主体者であるという観点から、教職員に対
し、自らの権利を知ることは自分を大切にできることにつながり、自
らを大切にできる人は他人も大切にできることを根底においた指導」
とあります。権利の主体という内容は大きくは４つだという点をよく
踏まえてください。
ここでの問題は、「自らの権利を知ることは自分を大切にできること
につながり、自らを大切にできる人は他人も大切にできる」と定義す
ることはできない、という事です。何故そう定義できるのかは全く明
らかではなく、権利条約を学ぶこととの関係も意味不明です。子ども
たちが「子どもの権利条約」を学び、成長に応じてその持つ意味内容
を充実してもらっていくことは大賛成です。正確にその内容が伝わる
ようにしていただきたいし、叙述もそういう当たり前の叙述が適切だ
と思います。

－　4　－
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22 子ども 第2章-Ⅱ-2
(２)-
③

20 32～37

“不登校は、『学校での学ぶ権利』という、子どもにとって基本的な
権利保障に関わることであると同時に、将来の子どもの進路の問題に
も関わることです。”とありますが、学校から逃げ出せないばかりに
自殺に至った事象も十分ご存知かと思います。とくに、「進路形成」
という狭隘なアプローチを基底に置いたら、学校に戻させようという
「指導」に傾き子どもと家族を追い詰めていきませんか。まず必要な
のは、安心できる居場所づくり、学習や心のケア支援、家族支援では
ないでしょうか。再考願います。

ご意見を踏まえ修正します。

（修正前）
　不登校は、「学校での学ぶ権利」という、子どもにとって基本的な権利保障
に関わることであると同時に、将来の子どもの進路の問題にもかかわることで
す。
　このため、県教育委員会では、不登校の子どもに対しては、指導・相談や学習
支援・情報提供等の本人の進路形成に資するような対応をしていきます。その際
には、様々な専門機関・専門家と積極的に連携し、相互に協力・補完しつつ、対
応にあたります。

（修正後）
不登校の子どもへの支援に際しては、登校という結果のみを目標とするのではな
く、自らの進路を主体的に捉え、社会的に自立することを目指すことが大切で
す。
    不登校の子どもたちが行う多様な学習活動の実情を踏まえ、本人の意思を十
分に尊重しながら、個々の状況に応じた学習活動等が行えるような、相談体
制・支援体制の充実を図ります。

23 子ども 第2章-Ⅱ-2 (1)-⑤ 21 6

「⑤子どもの貧困対策への取組の推進」については、支援体制の整備
だけではなく、具体的で実際的な家庭支援策の抜本的充実が必要と考
えます。

　島根県では平成27年３月に「島根県子どものセーフティネット推進計画」を
策定し
１．発見から保護・支援につなぐ体制の整備
２．子どもの安心と成長の環境づくり
３．保護者等に対する支援
４．これらの対策推進のための体制整備
を基本方針として、県及び市町村の様々な部署が所管する約100の事業を実施す
ることにより子どもの貧困対策を進めてきているところです。
　これらの事業をより充実させ、必要なところに適切に支援していくためには、
それぞれの事業を実施する関係機関の連携体制等を整えていく必要があると考
え、記述しました。
　今後は、子どもの貧困の実態把握に努めるとともに、必要となる施策の一層
の充実を図っていきます。

－

24 高齢者 第2章-Ⅱ-3 (2)-⑤ 25 12～17

｢⑤権利擁護の推進｣について、｢成年後見制度の利用の促進に関する
法律｣の理念である成年被後見人等の意思決定の支援が適切に行われ
るような記述を盛り込んでいただきたい。

ご意見を踏まえ修正します。

（修正前）
認知症高齢者など、判断能力が十分でない人が地域で安心して暮らせるよう福祉
サービス利用の手続きや通帳の預かり、代金の支払いなどを県社会福祉協議会
が代行する日常生活自立支援事業や財産等に関する法律行為を親族等が代行する
成年後見制度17(*)の利用促進に取り組みます。

（修正後）
認知症高齢者など、判断能力が十分でない人が地域で安心して暮らせるよう、福
祉サービス利用の手続きや通帳の預かり、代金の支払いなどを県社会福祉協議
会が代行する日常生活自立支援事業や、本人の意思決定を尊重しつつ、生活や医
療・福祉の利用に関する支援や財産等に関する法律行為を親族等が代行する成年
後見制度1９(*)の利用促進に取り組むとともに、成年後見制度の利用の促進に関
する法律に基づく市町村計画の策定を支援します。

25
障害の
ある人

第2章-Ⅱ-4 (1) 27～28
課題が「理解や配慮」に局限されており、物理的、制度的障壁という
大きな課題の叙述がないので、社会的障壁の内容をきちんと叙述して
ほしい。

課題については、「（１）現状と課題」の最終段落に、「日常生活や社会生活
において障がい者の活動を制限し、社会への参加を制約している様々な障壁をと
りのぞくことが重要」と、記述しています。

－

26 障害の
ある人

第2章-Ⅱ-4 (1) 27 11～15

「障害者権利条約」で最も大事なことは、障がいの定義を「社会モデ
ル」に発展させ、社会の側が解決していく課題だとしたこと、合理的
配慮の提供をしないことは差別だとしたことである。この記述が欠け
ている。
県障がい者基本計画にあるコラム「社会モデルと社会的障壁」をコラ
ムで置いてほしい。

いただいたご意見の考え方は、県障がい者基本計画で記述しているところです
が、この基本方針は県の人権施策の基本的方向を示すことを目的としていること
から、「障害者権利条約」の目的等についての概略的な記述に留めています。 －
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27 障害の
ある人

第2章-Ⅱ-4 (2) 28～29

共生社会づくりに向けた総合的課題の推進機関を作ること、また差別
事案の相談体制だけでなく、その解決機関を設置することを目指すと
明記してください。

県障がい者基本計画に基づき、島根県障がい者差別解消支援地域協議会におけ
る協議等により、関係機関や各種団体と連携を図りながら取組を充実させてま
いります。
いただいたご意見は、障がいのある方に関する今後の施策の参考にさせていた
だきます。

－

28 障害の
ある人

第2章-Ⅱ-4 (2) 27～30

公共施設や飲食店、商業施設、病院などで補助犬の受け入れ拒否や入
店拒否が多くて困っています。身体障害者補助犬法や障がい者差別解
消法において、身体障害者補助犬の同伴受け入れ義務や補助犬同伴で
の入場・入店を拒否することは不当な差別に当たるとされていること
などを知らない人が多いです。
講習会や研修会のマニュアルに記載するなど周知徹底を図ってくださ
い。
また、お店の入り口ドアへ補助犬同伴可ステッカーを貼っていただく
施策など検討してください。

いただいたご意見は、障がいのある方に関する今後の施策の参考にさせていた
だきます。

－

29
障害の
ある人

第2章-Ⅱ-4 (2) 27～30
視覚障がいに対する理解が不足しているので、視覚障がい者への理解
と適切なサポートを広げる行政の広報活動を拡充してください。

いただいたご意見は、障がいのある方に関する今後の施策の参考にさせていた
だきます。 －

30
障害の
ある人

第2章-Ⅱ-4 (2) 27～30

県や、市町村選挙の選挙公報をはじめとする情報は、点字、音声、拡
大文字、テキストデータ等の当事者が必要としています。選挙公報は
もとより、地方公共団体、社会福祉協議会、公民館やコミュニティセ
ンターなどの発行する広報など、文字を読むことができない人に対す
る理解が遅れているのが現状です。地域格差も起きています。合理的
配慮の充実が必要です。

いただいたご意見は、障がいのある方に関する今後の施策の参考にさせていた
だきます。

－

31
障害の
ある人

第2章-Ⅱ-4 (2) 27～30

視覚障害者の中には、地域の中で防災訓練が行われていることを知っ
ておられない方もおられます。地域の方に誘っていただく事により、
社会参加になります。手引きの仕方など、わからない事は当事者に聞
かれると良いですし、訓練の時に一緒に歩いたり、話をする事によ
り、地域の中の共生社会の実現、ノーマライゼーション社会の実現に
も繋がるのでないでしょうか。

いただいたご意見は、障がいのある方に関する今後の施策の参考にさせていた
だきます。

－

32 障害の
ある人

第2章-Ⅱ-4 (2) 27～30

視覚障がい者が理解できるよう、県や市町村がテレビによる広報を行
う場合は、テレビの視覚障害者向け解説放送の充実を要望します。ま
た、テレビのニュースや緊急放送の字幕スーパーの音声化も要望しま
す。

いただいたご意見は、障がいのある方に関する今後の施策の参考にさせていた
だきます。 －

33
障害の
ある人

第2章-Ⅱ-4 (2)-① 28 16～21

障害者差別解消法に基づく差別解消条例を早期に制定し、相談体制だ
けでなく、差別事象に対する調整や裁定の機関を設置してください。

差別解消推進のため、県民に対する法の趣旨・目的の周知・啓発や、相談体制
の充実、島根県障がい者差別解消支援地域協議会における協議等により、関係
機関や各種団体との連携を図りながら取組を充実させる必要があると考えてい
ます。
いただいたご意見は障害のある方に関する今度の施策の参考とさせていただき
ます。

－

－　6　－
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34 障害の
ある人

第2章-Ⅱ-4 (2)-① 28 17

残念な事象だけでなく、好事例を積極的に収取し広報することを明記
してください。

障がいに対する理解の促進を図るため、啓発・広報活動に取り組みます。
いただいたご意見は、障がいのある方に関する今後の施策の参考にさせていた
だきます。 －

35 障害の
ある人

第2章-Ⅱ-4 (2)-③ 28～29

インクルーシブ教育システムを構築するには、専門家集団と手厚い現
場体制を保障することが必須です。その充実をまず叙述してくださ
い。

学校において特別な支援が必要な児童生徒等一人一人の教育的ニーズに応じた
教育が推進されるよう、教育内容・指導体制の充実に努めます。
いただいたご意見は、障がいのある方に関する今後の施策の参考にさせていた
だきます。

－

36
障害の
ある人

第2章-Ⅱ-4 (2)-⑥ 29 19～24

法定雇用率の達成はもちろんですが障がい者が働きやすい就労環境の
整備と合理的配慮が必要です。

障がい者の就労促進のためには、合理的配慮の提供義務の更なる周知啓発や障
がい者の働きやすい環境の一層の整備が必要だと考えています。
いただいたご意見は障害のある方に関する今度の施策の参考とさせていただき
ます。

－
37 障害の

ある人
第2章-Ⅱ-4 (2)-⑥ 29 19～24

差別のない社会を実現するためには、障がい者が各々の能力応じた社
会の構築が必要だと思いますので、民間事業所にも就労に当たっては
合理的配慮を義務づけることが重要です。

障害者差別解消法において、民間事業者における合理的配慮の提供は努力義務
とされています。 －

38 障害の
ある人

第2章-Ⅱ-4 (2)-⑥ 29 15～18

社会的障壁を取り除くため、ジョブコーチの活用、ヒューマンアシス
タント（職場補助者）制度や同行援護事業の利用など、視覚障害者就
労・就業支援策の充実を検討してください。

いただいたご意見は、障がいのある方に関する今後の施策の参考にさせていた
だきます。 －

39 障害の
ある人

第2章-Ⅱ-4 (2)ｰ⑥ 29 15～18
視覚障害者の採用及び就労機会の拡大につながる施策を検討してくだ
さい。

いただいたご意見は、障がいのある方に関する今後の施策の参考にさせていた
だきます。 －

40
障害の
ある人

第2章-Ⅱ-4 (2)-⑥ 29 15～25
障がい者の就労を促進するためには、障がいに即した職種の開拓と職
業訓練が必要ですので書き加えてください。

この基本方針は県障がい者基本計画を踏まえて作成しています。いただいたご意
見の考え方は、県障がい者基本計画で記述しています。素案の「就労支援の取
組」の中に含まれています。

－
総論の中で、ユニバーサルデザインについて記述し、そこで広義の意味のユニ
バーサルデザインの脚注を記載し、「障がいのある人」の項目では脚注を削除し
ます。
(削除前)
旧：注23　ユニバーサルデザイン
　　あらかじめ、障がいの有無、年齢、性別、人種等にかかわらず、多様な
　人々が利用しやすいよう都市や生活環境をデザインする考え方。

(挿入後)　（再掲／意見番号５）
新：注５　ユニバーサルデザイン
　　ユニバーサル＝普遍的な、全体の、という言葉が示しているように、
　「すべてのひとのためのデザイン」を意味し、年齢や障がいの有無などに
　かかわらず、最初からできるだけ多くの人が利用可能であるようにデザイ
　ンすることをいう。

42 同和問
題

第2章-Ⅱ-5 32～37

同和問題の起源について言及した方が啓発が進むと思います。 同和問題の起源については、正しい理解のために必要な事項ではありますが、
この基本方針は、人権啓発等の基本的方向や人権施策に係る指針を明らかにす
るものであることから記述をしておりません。 －

脚注ユニバーサルデザインの説明が、狭い叙述になっています。都市
や生活環境という施設面に限られるのではなく、製品、情報、サービ
スの設計も含みますので、注に盛り込んでください。

41 障害の
ある人

第2章-Ⅱ-4
(2)-⑦
脚注

30
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43 同和問
題

第2章-Ⅱ-5 32～37
島根県人権同和対策課(人権啓発推進センター)は、相談業務を行って
いるが明記されていないのはなぜですか。

人権相談の実施については、P60(13～15行目)「第２章各論 Ⅱ施策の推進 １
推進体制とフォローアップ」に記述があります。

44 同和問
題

第2章-Ⅱ-5 (1) 33 2～10

「親としては反対するが、認める」というのは容認です。同和問題の
解消を促進する立場からすれば、いまや仮定の「当事者」としても、
７．５％しか頑迷な反対者はいないと表現すべきではありませんか。
婚姻が、経済力や親の意向などなどに左右されず、婚姻する者同士の
本質的平等と合意のみに基づいて成立するいう憲法第２４条の立場か
ら見ると、こういう設問そのものを吟味する必要があるのではありま
せんか。

「親としては反対するが、認める」という回答は、親の意識としては反対してい
るということであり、反対することが差別意識の現れであると考えています。
従って反対の意思を示していると分類しています。またこの設問は結婚差別につ
ながるおそれのある意識調査であり、定期的に状況を把握する必要があり、今
後も実施したいと考えています。 －

45 同和問
題

第2章-Ⅱ-5 (1) 33 14～15

島根県内で「採用選考時における身元調査」の事例が何件あったか、
明記してほしいと思います。

同和問題の現状と課題の例示として「採用選考時における身元調査とも考えられ
る問題事象」を記載しており、件数については記載する必要はないと考えていま
す。 －

46 同和問
題

第2章-Ⅱ-5 (2) 33～35

同和問題については、2016年12月に｢部落差別解消推進法｣が公布･施
行され、部落差別解消に関する施策を実施することが定められたこと
から、｢女性｣、｢子ども｣などの主要な人権課題と同様、｢実施計画｣を
策定し取り組む旨を記述すべきではないか。「実施計画」を策定しな
いのであれば、「施策の基本的方向」取組を具体的に記述すべきでは
ないですか。

現行の基本方針は平成２０年に改定を行った際、平成６年に策定した「島根県
同和対策推進計画」を取り込んで改定を行いました。このため県ではこの方針
を同和問題に関する実施計画であると位置づけ、これに基づき各施策に取り組
んでいます。なお、同和問題に関する実施計画は、部落差別解消法に基づき国が
実施する施策等を踏まえ、計画策定の必要性、内容等について検討することと
しています。

－
基本方針第一次改定の｢施策の基本的方向｣の取り組み内容の記述に比
べ、第二次改定素案では記述が削除されているが、成果を上げ所期の
目的を達成したから削除されたのか、あるいは別の理由ですか。

同和問題に関する施策につきましては、基本方針に基づき取り組んでいます。素
案の記述が現行の基本方針に比べ簡略化してあるのは、成果をあげ所期の目的を
達成したということではありません。同和問題も他の人権課題と同様に様々な
課題があり、今後も引き続き偏見や差別の解消等に取り組んでいく必要がある
と考えています。ご意見を踏まえ、施策を分かりやすいようにするため修正を
行います。

47 同和問
題

第2章-Ⅱ-5 33～35

（修正前）
④生活環境への取組
　地域の実情や事業の必要性を的確に把握し、すべての人が住み慣れた地域
で、また、安全な生活環境で安心して暮らすことができる人権が尊重されるまち
づくりに対して支援を行います。

（修正後）
④生活環境への取組
    すべての人が住み慣れた地域で、また、安全な生活環境で安心して暮らせる
ことが大切であることから、定住の促進や高齢社会への対応、安全で安心な住
まいなどの人権が尊重されるまちづくりに対して支援を行います。
    また、事業の実施にあたっては、地域の実情や事業の必要性を的確に把握の
上、事業を推進していきます。

⑤産業振興への取組
産業振興を図り、地域住民の経済的水準の向上につなげていくことは、同和

問題の根本的解決を図るための課題の一つです。
今後も地域の実情に応じた必要な支援を、市町村や関係機関と連携し実施してい
きます。

⑤産業振興への取組
    産業振興を図り、地域住民の経済的水準の向上につなげていくことは、同和
問題の根本的解決を図るための課題の一つです。
    商工業の振興を図るため、商工団体等と連携しながら、企業の経営状況に応
じた相談・対応、技術向上のための研修、起業や新規事業創出などについて支
援をしていきます。
    また、農林水産業を振興するため、生産基盤及び加工流通施設等の整備を推
進するとともに、営農指導活動を展開します。
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48 同和問
題

第2章-Ⅱ-5 32～37

｢市町村の本人通知制度｣の導入について、県はどのように取り組んで
いくのか、｢施策の基本的方向｣に具体的に記述すべきです。

ご意見を踏まえ修正を行います。

（修正前）
（２）施策の基本的方向
　①教育・啓発の推進

（修正後）
（２）施策の基本的方向
　①教育・啓発の推進　※文末に加筆

さらに、戸籍等の不正取得の抑止が図られ、人権侵害の未然防止に効果があ
る「本人通知制度」についても、未導入の市町村について引き続き働きかけて
いきます。

49 同和問
題

第2章-Ⅱ-5 33 28

“「部落差別解消推進法」の趣旨を踏まえ、部落差別の解消に関する
施策を実施”とあるが、｢部落差別解消推進法｣の施行前と比べ新たに
どのような取り組みを行っていますか。

部落差別の解消に関する施策については、従来より、人権教育、人権啓発、隣
保館運営の支援、相談業務の充実、生活環境の整備等の支援などを行っていま
す。部落差別解消法施行後に新たに実施した事業としては、法の周知を図るため
のポスター、チラシの作成、行政職員、県民等を対象とした講演会、研修会等
を行っています。

－

50 同和問
題

第2章-Ⅱ-5 33 28～30

“「部落差別解消推進法」の趣旨を踏まえ、相談体制の充実を図る”と
あるが、島根県人権同和対策課(人権啓発推進センター)の相談体制は
どのように充実するのか具体的に記述すべきです。

ご意見を踏まえ修正します。

（修正前）
「部落差別解消推進法」の趣旨を踏まえ、相談体制の充実を図るとともに、引
き続き民間団体等と連携を図り、より一層効果的な教育及び啓発を積極的に推
進するなど、地域の実情に応じた部落差別の解消（同和問題の解決）に関する
施策を実施していきます。

（修正後）
「部落差別解消推進法」の趣旨を踏まえ、隣保館等関係機関との連携を強化
し、特に隣保館職員のスキルアップのために研修を行うなど、相談体制の充実
を図るとともに、引き続き民間団体等と連携を図り、より一層効果的な教育及
び啓発を積極的に推進するなど、地域の実情に応じた部落差別の解消（同和問
題の解決）に関する施策を実施していきます。

51 同和問
題

第2章-Ⅱ-5 (2)-① 34 2～3

「社会教育において、同和問題を自らの課題として差別意識の解消に
主体的に取り組む」とありますが、同和問題は、国民自身が主体的に
形成し決していく問題に属することです。行政の領分を踏み外した叙
述はぜひとも再考願います。

当該箇所では、県民の皆さんが差別意識の解消を自分の課題として主体的に取り
組んでもらうことができるように、社会教育の創意工夫と、地域社会などとの連
携を図りながら進めていくという、行政として取り組まなければならないことを
記述しています。

－

52 外国人 第2章-Ⅱ-６ 38～40

外国人住民の抱える課題は、コミュニケーション能力の支援を必要と
するところや、社会からの受け入れ、寛容度の拡大、進学就職の機会
を平等に提供することなど、県の担当部局を超えた連携で同様の支援
策を講じることなども必要かと思われます。

多文化共生の社会の実現を推進するためには、県の関係部局の連携が必要と考
えております。今後、関係部局との連絡会議や意見交換を行い、支援策を検討
します。 －

53 外国人 第2章-Ⅱ-６ 38～40

公民館単位で日本語学校を開校し、住民との交流を図っている公民館
があります。このような外国人住民が地域に溶け込む場つくりの活動
を行政でも積極的に支援していただきたいと思います。

日本人住民と外国人住民の交流を促進するためには、外国人住民が地域に溶け
込む場づくりを支援することも必要と考えております。そのため、「（2）施策
の基本的方向 ②外国人住民が暮らしやすい地域づくりの推進」の取組みにお
いて、外国人住民と地域住民との交流支援を図ります。

－

－　9　－



該　当
ページ

該当行 修　　正　　前 修　　正　　後　

意見
番号

分　　　　　　野
修　正　状　況

※変更箇所は下線部分

項　　　　　目

意　見　要　旨

54 外国人 第2章-Ⅱ-6 (1) 38 14～18

“また、2016(平成２８)年の「人権問題県民意識調査」では、外国人
に関する人権について、「日常生活に必要な情報や地域の文化・慣習
が分からず支障をきたすこと」(46.9%)「日本人の異文化理解が十分
でなく外国人に対する偏見を生みやすいこと」(33%)が問題だと回答
するなど、外国人住民の人権が十分に尊重されていない状況がうかが
えます。”とありますが、この回答で分かることは、「外国人住民の
人権が十分に尊重されていない」とかいう前に、そもそもお互いを知
らない・わからないという事で戸惑っているし、トラブルが起こって
いそうだ、ということではありませんか。

外国人住民の人権が尊重される地域社会を実現するためには、学校や家庭、職
場、地域などにおいて、日本人住民と外国人住民との相互理解を進めるととも
に生活環境などの整備が必要です。「人権問題県民意識調査」の結果からは、
相互理解の不足、生活環境などが整っていないことにより、外国人住民の様々
な権利が十分に保証されていないことが推測されると考えています。

－

55 外国人 第2章-Ⅱ-6
(1)、
(2)-②

38、39
24～
27､5～
6

人権という以前の問題として、日本人と外国人が相互を知らない、わ
からないということから、戸惑いやトラブルが発生していると思いま
す。お互いが知り合い、戸惑いを少なくし、共通項を増やし、多彩な
交流を育んでいくために行政はどういう取り組みをするのか、記述す
べきではありませんか。

外国人住民の人権が尊重される地域社会を実現するためには、学校や家庭、職
場、地域などにおいて、日本人住民と外国人住民との多彩な交流を支援していく
必要があります。ご意見を踏まえ修正します。

（修正前）
また、公益財団法人 しまね国際センターと連携し、公共機関等と外国人住民
の橋渡しをするコミュニティ通訳ボランティアや災害時外国人サポーター等の
各種ボランティアの登録・活用を図り、外国人が安心して暮らせる地域づくりを
進めます。

（修正後）
また、公益財団法人 しまね国際センターと連携し、公共機関等と外国人住民
の橋渡しをするコミュニティ通訳ボランティアや災害時外国人サポーター等の各
種ボランティアの登録・活用を図るとともに、市町村や民間団体が実施する多彩
な文化交流を支援し、外国人が安心して暮らせる地域づくりを進めます。

56 外国人 第2章-Ⅱ-6 (2)-① 38 36～40

「①外国人住民の人権を尊重する啓発活動の推進」のところで、「外
国人住民に対する正しい理解を育み」とありますがどのような意味で
すか。

「外国人住民に対する正しい理解を育み」とは、「日本人住民が自らの価値観
で外国人住民を一方的に評価するのではなく、外国人住民との文化的違いを認
め尊重することを推進すること」を意味してします。 －

57

刑を終
えて出
所した
人等

第2章-Ⅱ-９ 48

犯罪加害者の家族の人権についての記述は刑を終えて出所した時点か
らしかありません。今回には間に合わずとも、ぜひ、この課題も考
え、取り上げていただきたいと思います。

犯罪を犯した者（犯罪加害者）の家族の人権については、犯罪加害者が服役中
であっても発生する問題です。「（２）施策の基本的方向①刑を終えた出所し
た人等に対する理解の推進」に係る偏見や差別の解消のための啓発は、服役中
の加害者の家族に対する偏見や差別の解消のための啓発も含んでいます。 －

58 LGBT等
第2章-Ⅱ-
10

50～52

現行の基本方針では、「性同一性障害」と「性的指向」は別々の人権
課題として扱われているが、第二次改定（素案）では「LGBT等」と
一括りの課題として整理されています。「性自認・性同一性障害」と
「性的指向」は別々の人権課題であることから、「性自認・性同一性
障害」と「性的指向その他」にわけるべきです。

“県民一人一人が性の多様性について理解を深め、偏見や差別を解消する”という
観点からは「性自認・性同一性障害」と「性的指向」とはひとつの人権課題だ
と考えています。啓発も「性自認・性同一性障害」と「性的指向」を分けるの
ではなく一体的に行うことになります。また、一つの項目の中で記述する方が
県民にとってもわかりやすいと考えており、項目をひとつにまとめることとし
ました。

－

59 LGBT等
第2章-Ⅱ-
10

50～52 1

「ＬＧＢＴ等」と一括りにしたプロセスと理由がわかりません。「Ｌ
ＧＢＴ等」という表現が広く県民に行き渡っているというのは錯覚で
す。国連など国際機関で、ＬＧＢ＆Ｔとしているのは、世間の無理解
から、暴行を受けたり、差別や偏見にさらされているのが共通だから
です。だだそれたけの理由です。国際連合では重要な人権課題として
LGBTではなく「性的指向・性自認」としています。ＬＧＢＴという
表現は適切ではないと思います。

「ＬＧＢＴ」という表現は、行政が作成する啓発資料やマスコミの報道等でも
一般的に使用されており、ある程度県民の意識にも定着している表現であると考
えていますが、性の多様性を表現する言葉は、ＬＧＢＴの他にも「ＳＯＧＩ
(Sexual　Orientation(性的指向)とGender　Identity(性自認)の頭文字をとった
表現）」など様々です。ご意見を踏まえ項目の名称を修正します。

（修正前）
　「１０．ＬＧＢＴ等」

（修正後）
「１０．性的指向、性自認等（ＬＧＢＴ等）」
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ご意見を踏まえ、「現状と課題」を修正します。

（修正前）
（1）現状と課題
性的指向（人の恋愛・性愛の対象が誰に向いているか示す概念）や性自認（自
分の性別をどのように認識しているかを示す概念）に関わるLGBT(２８*)等の当
事者は、性の区分や異性愛を前提とした社会の中で、周囲の理解が不足している
ため、偏見や差別の眼差しで見られることが多く、いじめや差別の対象になった
り、就職や賃貸住宅への入居等の際に困難を強いられるなど、様々な問題に直
面しています。ある民間の調査（２９*）によると日本人に占めるLGBT等の割
合は7.6%（約13人に1人）と報告されています。
近年、欧米諸国では同性婚や同性カップルに結婚とほぼ同等の権利を認めるなど
の動きも出てきています。我が国でも、一部の自治体においては、同性パート
ナーシップの関係にあることを証明するなどの新たな動きも見られます。
また、2004(平成16)年に「性同一性障害(*)者の性別の取扱いの特例に関する法
律」が施行され、一定の基準(*)を満たせば、戸籍上の性別の取扱いの変更につ
いて、家庭裁判所での審判を受けることができるようになりました。

当該調査結果の他に、他の民間団体が平成２０１６年に実施した調査でも、概
ね13人に１人がｌＧＢＴ等の当事者であるとの結果が出ています。しかし、こ
れ以外にも様々な調査結果があることから、「公益財団法人　人権教育啓発推
進センター」が啓発資料で記述している「１０％近くであると推定されていま
す」という表現に修正します。

（修正後）
（１）現状と課題
「性的指向」とは人の恋愛・性愛の対象が誰に向いているかを示す概念です。
そして、性の指向は人によって一様ではありません。しかし、恋愛・性愛の対象
として異性にではなく同性や両性に対して愛情をいだく人は差別や偏見のまなざ
しで見られたりする場合があります。
また、「性自認」とは自分の性別をどのように認識しているかを示す概念で「心
の性」ともいいます。身体は男性で、自分を女性と認識している人、身体は女性
で、自分を男性と認識している人、男性、女性どちらにも当てはまらないと感じ
ている人もいます。自分の性別をどのように認識するかは人それぞれ違います。
多くの人は生物学的な性（身体の性）と性自認（心の性）が一致していますが、
「身体の性」と「心の性」が一致しないことにより違和感を覚えたり、身体の
手術を通じて「身体の性」と「心の性」の適合を望むことさえあります。
このような性的指向や性自認に関わるＬＧＢＴ(２９*)等の当事者は、男女の区
分や異性愛を前提とした社会の中で、周囲の理解が不足しているため、偏見や差
別の眼差しで見られることが多く、いじめや差別の対象になったり、就職や賃貸
住宅への入居等の際に困難を強いられるなど、様々な問題に直面しています。日
本人に占めるＬＧＢＴ等の割合は１０%近くであると推定（３０*）されていま
す。
2004(平成16)年に「性同一性障害(３１*)者の性別の取扱いの特例に関する法
律」（以下「性同一性障害者特例法」）が施行され、性同一性障害者であって
も一定の基準（３２*）を満たせば、戸籍上の性別の取扱いの変更について、家
庭裁判所での審判を受けることができるようになりました。さらに2008(平成
20)年には性同一性障害者特例法が一部改正され要件の緩和が図られましたが、
依然、未成年の子がいないこと、生殖機能の放棄や身体変容などが定められてお
り、性同一性障がい者が望む性に変更することは容易ではなく、さらなる緩和
を求める意見もあります。
近年、欧米諸国では同性婚や同性カップルに結婚とほぼ同等の権利を認めるなど
の動きも出てきています。我が国でも、一部の自治体においては、同性パート
ナーシップの関係にあることを証明するなどの新たな動きも見られます。

60

LGBT等
第2章-Ⅱ-
10

(1) 50～51 3

日本人に占めるLGBT等の割合について民間団体の調査結果を用いて
いるが、検証の上使用されていますか。

LGB（性的指向）とT（性自認・性同一性障害）は質の異なる別個の
人権課題であることから、それぞれ「現状と課題」が異なります。
「LGBT等」と一括りにしたことによりその違いが分かりにくくなっ
ています。

－　11　－



該　当
ページ

該当行 修　　正　　前 修　　正　　後　

意見
番号

分　　　　　　野
修　正　状　況

※変更箇所は下線部分

項　　　　　目

意　見　要　旨

（修正前）※再掲／意見番号６０
ある民間の調査（２９*）によると日本人に占めるLGBT等の割合は7.6%（約13
人に1人）と報告されています。

脚注２９
電通ダイバーシティラボの「LGBT調査２０１５」の調査結果による。

（修正後）※再掲／意見番号６０
日本人に占めるＬＧＢＴ等の割合は１０%近くであると推定（３０*）されてい
ます。

脚注３０
公益財団法人人権教育啓発推進センターの啓発資料「性の多様性を考える（平
成２９年３月発行）」による。

62 LGBT等
第2章-Ⅱ-
10

(1) 50 脚注
脚注31の「性同一性障害」の定義はどこからの引用ですか。 「公益財団法人　人権教育啓発推進センター」の啓発資料「性の多様性を考え

る（平成２９年３月発行）」から引用しています。 －

63

イン
ター
ネット
による
人権侵
害

第2章-Ⅱ-
11

53～54

ゲーム依存、ネット依存は就学児童の健康を損ない学力の低下をもた
らします。進学就職にも悪影響を及ぼす可能性もあり、極端な場合引
きこもりを助長するものとなります。この素案ではインターネット上
での人権侵害を防止するための対策としての取り組みがいくつか述べ
られていますが、それ以前のゲーム依存、ネット依存にならないよう
な対策にも言及してもらいたいと思います。

長時間にわたる電子メディアとの接触が子どもたちの生活習慣や健康に与える影
響が懸念され、電子メディア使用上の弊害については、小学校の早い段階から
子どもたちに対して周知し、保護者への啓発等を行う必要があります。しかし、
この基本方針は、人権啓発等の基本的方向や人権施策に係る指針を明らかにす
るものであることから記述をしていません。

－

64 災害と
人権

第2章-Ⅱ-
12

(8) 58～59

「特に、災害時要配慮者については、市町村、関係機関、団体等との
協力体制を構築し避難等が円滑に行えるよう支援します。」とありま
すが、災害時では実現不能と思われます。ここは、日常的な結びつ
き、連携の日常化が喫緊の課題だと思われます。なので、「特に、災
害時要配慮者については、市町村、関係機関、団体等、要配慮者との
日常的な協力体制を構築し避難等が円滑に行えるよう促進・支援しま
す。」（下線部は挿入文）という取り組みを明記していただくようお
願いします。

災害時に避難が円滑に行われるためには、災害時要配慮者の方々に対し、平常
時から分かりやすく防災情報を提供したり、防災訓練への参加を推進するとと
もに、行政や福祉、保健、医療等の関係団体等が協力して災害時に避難等が円滑
に行えるよう支援することが重要であると考えているためこうした表現としてい
ます。。 －

65
災害と
人権

第2章-Ⅱ-
12

(8)-2) 58～59

東日本大震災ではテレビや携帯など使えなくなったそうです。電気は
がストップしますし、送信アンテナなども倒れてしまいます。文字情
報受信システムも大切ですが、向こう三軒両隣システムなど、組織が
できるともっと避難が人的ネットワークでできるのでないかと思いま
す。複数の方法を考えられればと思いました。

66
災害と
人権

第2章-Ⅱ-
12

(8)-2) 58～59

地域で開催される緊急災害時などの防災訓練の参加に対し、高齢者の
かたや、障害者の当事者のかたが一緒に参加しやすい配慮。地域の人
たちの心のバリアフリーの推進などに、県民の皆さまにも周知徹底を
していただきたいです。

67
災害と
人権

第2章-Ⅱ-
12

(8)-2) 58～59

町内会長・福祉推進員、地域防災対策推進員のかたなど、積極的に訪
問し防災訓練の参加を促すよう普段の生活から徹底してほしいです。

災害時の被害を最小限に抑えるためには、自助（自分の身を自分で守るこ
と）、共助（身近な人たちがお互いに助け合うこと）、公助（国や県などの行
政機関による救助・援助）それぞれが役割を果たしていくことが大切です。ま
た、併せて災害情報を県民の方々、特に高齢者や障がいのある方など災害時要
配慮者の方々に迅速に分かりやすくお知らせすることが重要であると考えていま
す。県では、地域防災計画を作成し、市町村、関係機関、団体等との協力体制
を構築し、適切な役割分担のもと避難等が円滑に行えるよう、日頃から、様々
な防災情報の提供や、防災訓練の支援などに取り組んでいます。防災訓練に
は、災害時要配慮者の方々の参加も必要であり、参加しやすい雰囲気を醸成す
ることも行政の役割であると考えています。いただきましたご意見は今後の防
災に関する施策の参考とさせていただきます。

－

61 LGBT等
第2章-Ⅱ-
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(1) 1950
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